
第２２期第３４回筑前海区漁業調整委員会次第 

 

 

１ 日 時  令和６年１０月１５日（火） １４：００～ 

 

２ 場 所   福岡県庁４階 漁業調整委員会室 

 

３ 議 題 

（１）筑前海区における許可（令和６年度福岡湾貝桁網漁業）に係る適格性に

ついて（諮問） 

                                資料１ 

 

（２）筑前海区における許可（かれいひらめ固定式刺し網漁業）に係る適格性に

ついて（諮問） 

                                資料２ 

 

（３）筑前海区における許可（小型いかつり漁業）に係る適格性について

（諮問） 

                                資料３ 

 

（４）筑前海区における新規の許可に係る制限措置等について（諮問） 

                                資料４ 

 

（５）アコヤガイの保護に係る委員会指示について（協議） 

                                資料５ 

 

（６）その他 
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　　資　料　１
（22-34　筑前漁調委）
（令和６年１０月１５日）
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アカガイについて 

 

１．アカガイとは 

アカガイは、フネガイ目フネガイ科に属する二枚貝の一種。 

内湾の砂泥底に潜って生息し、殻には 42 本前後の放射肋（筋状のライン）が

ある。他のフネガイ科の二枚貝と同様、血液が赤く、これが名前の由来となって

いる。 

有明海等で漁獲されているサルボウガイより放射肋の数が多く（サルボウガ

イは 32 本）、殻が大きくなるのが特徴。 

 かつて、福岡湾・周防灘では重要な漁業資源であったが，著しく減少した。現

在も福岡県内各地で生息が確認されるが，資源量は少ない。 

 

２．アカガイの生態 

 大きくても殻長 12cm、殻高 9.6cm 程度で 42 から 43 本の放射肋をもつ。前述

の通り身が赤いことも特徴の一つである。水深 0～60m の砂泥底に棲息する。 

 産卵期は、5 月下旬～10 月下旬であるが、その盛期は 6～8 月で、産卵開

始水温は 18～21℃である。 

満 1 才で 3.5～4cm、2 才で殻長 6.5～7 cm、満 3 才で殻長 8～9 cm に 

成長し、満 2 才貝から成熟産卵する。 

 

３．漁法 

 現在、福岡湾では、貝桁網により漁獲が行われている。 

 

貝桁網              試験操業で漁獲されたアカガイ 
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福岡湾アカガイ資源量調査結果について 

１．調査日：令和６年９月 24 日（火）、26 日（木） 

 
２．調査方法 
 ・箱崎地先及び伊崎地先で調査を実施（図 1）。 

・範囲内で貝桁網を複数回操業し、漁獲された量から資源量を推定。 

 
３．結果 
・漁獲サイズである 70mm 以上の推定資源量は、箱崎地先では 14.9t（前年度

19.6t）と前年度と比べて減少しており、伊崎地先では 6.3t（同 0t）と前年

度と比べて増加していた。 

・アカガイの生息水温の上限は 27℃と報告されているが、前年度に引き続き

今年度も湾奥の 9 月の底層水温が 27℃以上に達しており、このことが湾奥

部である箱崎地先での減少要因の一つと推察される。 

・殻長組成（図２）は、漁獲可能サイズである殻長 70mm 以上の個体が一定量

確認された。 

・気象の影響を受けやすい博多湾内では、次年度以降も高水温となる可能性が

ある。そのため、現在発生している漁獲サイズの個体群が自然減耗する前に

有効利用を図るべきと考えられる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ 資源量調査区域         図２ アカガイの殻長組成 
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令和６年度福岡湾貝桁網漁業許可方針（案） 

 

１ 制限措置に関する事項 

（１）許可枠及び住所要件 

次表のとおり許可する船舶等の数の上限を設ける。漁業許可は次表に掲げ

る住所を有する者（漁業協同組合に加入している者については、その漁業協

同組合の住所に読み替えるものとする。）に対して行うこととする。 

区域名 
許可する船舶

等の数の上限 
住所要件 

筑前海区 ６ 福岡市 

  

 

（２）操業区域 

   筑前海区海面 

 

（３）漁業時期 

令和６年１２月１日から令和７年４月３０日まで 

 

（４）漁業を営む者の資格 

（１）に記載の住所要件のほか、漁業を営む者の資格は次のとおりとする。 

・筑共第８号共同漁業権管理委員会の同意がある者 

 

２ 許可の有効期間 

令和６年１２月１日から令和７年４月３０日までとする。 

 

３ 条件 

（１）次に掲げる区域以外の海域においては操業してはならない。 

筑共第８号共同漁業権漁場内であって、次の（ア）～（ケ）及び（ア）

の点を順次に結んだ直線によって囲まれた海域のうち、区画漁業権漁場を

除いた区域 

  ◯箱崎地先 

（ア） 北緯 33 度 38.697 分 東経 130 度 23.144 分 

（イ） 北緯 33 度 38.511 分 東経 130 度 23.805 分 

（ウ） 北緯 33 度 38.110 分 東経 130 度 24.088 分 

（エ） 北緯 33 度 37.443 分 東経 130 度 23.813 分 

（オ） 北緯 33 度 37.246 分 東経 130 度 23.121 分 
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（カ） 北緯 33 度 37.394 分 東経 130 度 23.179 分 

（キ） 北緯 33 度 37.506 分 東経 130 度 22.458 分 

（ク） 北緯 33 度 37.828 分 東経 130 度 21.612 分 

（ケ） 北緯 33 度 38.081 分 東経 130 度 21.620 分 

 ※世界測地系 

 
 （２）日没から日の出までの間は操業してはならない。 
 （３）桁の幅（内径）は、１ｍ以内でなければならない。 
 （４）網の目合は、８ｃｍより細目のものを使用してはならない。 

（５）アカガイ以外を目的に採捕してはならない。 

（６）４月１日から４月３０日の期間中、混獲されたなまこは採捕してはなら

 ない。 

 

４ 資源管理の状況等の報告 

福岡県漁業調整規則第 21 条の規定により、許可を受けた者は別紙様式にて

毎月翌月末日までに報告すること。 

 

附 則 

この許可方針は令和６年１０月  日から施行する。 
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　　資　料　２
（22-34　筑前漁調委）
（令和６年１０月１５日）



かれいひらめ固定式さし網漁業の許可方針について 

漁業管理課 

【かれいひらめ固定式さし網漁業の経過】 

・平成 12 年漁期に漁業権漁場外の固定式さし網を再編し、釣りやはえ縄漁業

者の意見を踏まえ、各地先が操業する漁場をＡ区域～Ｇ区域の７区域に分

割し、「かれいひらめ固定式さし網」を創設。 

以下の条件等を付して許可化。 

網揚後、24 時間以内の網設置禁止（替え網禁止） 

網長 1,800ｍ 等 

・平成 29 年漁期にＤ区域の許可枠減に伴い網長延長 

許可枠 37→８ 

網 長 1,800ｍ→3,000ｍ 

 

◯操業区域概要 

区域 位置 操業地区 漁期 備考 

Ａ 小呂島周辺 小呂島 1/10-3/26 月齢 14-18 休漁 

Ｂ 烏帽子島周辺 福吉、姫島 1/7-3/23 月齢 15-18 休漁 

Ｃ 相島沖 弘・志賀島・津屋崎 1/9-3/25  

Ｄ 大島沖 大島・鐘崎 1/15-3/17  

Ｅ 遠賀沖西 波津・芦屋・柏原 1/15-3/31  

Ｆ 小呂島西沖 福吉・姫島・西浦・玄界島 1/15-3/31  

Ｇ 遠賀沖東 柏原 1/15-3/31  
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【Ｄ区域要望（鐘崎、大島）】 

 ・かれいひらめ類の漁獲量低迷、燃油高騰により漁家経営が厳しい状況であ

り、以下を要望（別紙 宗像漁協要望書）。 

  ・替え網禁止の撤廃 

  ・網長短縮（3,000ｍ→2,000m） 

  ・漁期短縮（1/15～3/17（約 63 日） → 1/21～3/9（約 48 日）） 

   ※替え網禁止は撤廃するが、網長や漁期短縮により総漁獲圧は現状並 

 

 

【Ｆ区域要望（福吉、姫島、西浦、玄界島）】 

 ・かれいひらめ類の漁獲量低迷、燃油高騰により漁家経営が厳しい状況であ

り、以下を要望。（別紙 糸島漁協要望書、福岡市漁協要望書） 

  ・替え網禁止の撤廃 

  ・許可枠の削減（12→９） 西浦３枠分を削減 

  ・漁期短縮（1/15→3/31（約 76 日） → 2/1～3/31（約 59 日）） 

   休漁日の設定 月齢 14～18 に該当する期間 

  ※替え網禁止は撤廃するが、許可枠削減や漁期短縮により総漁獲圧は現状並 

 
 

 

今後のスケジュール 

 令和６年１０月 筑前漁調委 

         かれいひらめ固定式さし網許可方針協議 

         かれいひらめ固定式さし網新規許可申請期間諮問 

 令和６年１１月 制限措置・申請期間 公示 

         許可申請 

 令和６年１２月 申請審査 

 令和６年 １月 新規許可 

 

 

許可
枠

始期 末日
操業
期間

休漁
日数

操業
日数

網長
（m）

漁獲圧
（網長×操業日数）

総漁獲圧
（許可枠×漁獲圧）

F現状 12 1/15 3/31 76 38 38 1,800 68,400 820,800

F要望 9 2/1 3/31 59 10 49 1,800 88 ,200 793 ,800

許可
枠

始期 末日
操業
期間

休漁
日数

操業
日数

網長
（m）

漁獲圧
（網長×操業日数）

総漁獲圧
（許可枠×漁獲圧）

D現状 8 1/15 3/17 63 31 32 3,000 96,000 768,000

D要望 8 1/21 3/9 48 0 48 2 ,000 96,000 768,000
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かれいひらめ固定式刺し網漁業許可方針（案） 

 
１ 制限措置に関する事項 

（１）許可枠及び住所要件 
  次表のとおり区域ごとに許可する船舶等の数の上限を設ける。漁業許可は次表に掲げ

る住所を有する者（漁業協同組合に加入している者については、その漁業協同組合の住

所に読み替えるものとする。）に対してのみ行うこととする。 
 

区域名 
許可する船舶

等の数の上限 
住所要件 

A 区域 １７ 福岡市 

B 区域 １８ 糸島市 

C 区域 １６ 福岡市、糟屋郡新宮町、福津市 

D 区域 ８ 宗像市 

E 区域 １４ 遠賀郡 

F 区域 ９１２ 
糸島市、福岡市（西浦地区除く）、糟屋郡新宮

町 

G 区域 ７ 遠賀郡岡垣町、同郡芦屋町 

 
（２）操業区域 

   筑前海区海面 
 
（３）漁業時期 

次表のとおりとする。 

区域名 漁業時期 

A 区域 １月１０日から３月２６日まで 

B 区域 １月７日から３月２３日まで 

C 区域 １月９日から３月２５日まで 

D 区域 １月２１日１５日から３月９１７日まで 

E 区域 １月１５日から３月３１日まで 

F 区域 ２月１日１月１５日から３月３１日まで 

G 区域 １月１５日から３月３１日まで 
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 （４）漁業を営む者の資格 

（１）に記載の住所要件のほか、漁業を営む者の資格は次のとおりとする。 
当該漁業と操業期間が重複する他の許可漁業の許可を取得していない者。 

     原則として、他漁業許可受有者が申請する場合は、一旦、許可を受けた漁業を廃

業するものとするが、やむを得ない事情があり、県に届け出があった場合は、かれ

いひらめ固定式刺し網の許可有効期間中は、他許可漁業を休業したものと見なす。 
 
２ 許可の有効期間 
  ５年又は一斉更新までの残存期間とする。ただし、漁業違反が多発する場合等、漁業

調整のため必要な限度において、筑前海区漁業調整委員会の意見を聴いて、５年より短

い期間を定めることがある。 
 
３ 条件 
 （１）別表１のとおり、区域ごとに定められた期間においては操業してはならない。※

許可証へは該当日を記載。 
 （２）別表２のとおり、区域ごとに操業区域について条件を付する。 
（３）別表３のとおり、区域ごとにアからシに掲げる条件を付する。 

ア 当該漁業操業中の船上には、タテ５０センチメートル、ヨコ７０センチメートル

以上の白色旗を掲げなければならない。 
イ 使用する漁船には、操舵室両側面又は船体の見やすい場所に、所属する漁協名並

びに漁業種類名の頭文字および許可番号を、下記様式の通り表示しなければならな

い。 

 
 

ウ 使用する網漁具の目合いは、くじら尺の 2.8 寸目（10.6 センチメートル）から 5
寸目（19.0 センチメートル）までの範囲でなければならない。 

エ １日１隻が使用できる網漁具は、浮子方の総延長 1,800 メートル以内でなけれ 

ばならない。また、使用する網漁具の仕様については届出内容を遵守しなければな

らない｡（別紙様式１） 
オ 使用の目的を持って、浮子方の総延長 1,800 メートルを超える網漁具を、使用 

漁船に積載してはならない。 
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カ １日１隻が使用できる網漁具は、浮子方の総延長 2,0003,000 メートル以内でな

ければならない。また、使用する網漁具の仕様については届出内容を遵守しなけれ

ばならない｡（別紙様式１） 
キ 使用の目的を持って、浮子方の総延長 2,0003,000 メートルを超える網漁具を、

使用漁船に積載してはならない。 
ク 使用する網漁具には、許可番号を表示した浮子を１反あたり１個以上装着しな 

ければならない。 
ケ 操業は、所属する漁業協同組合（支所）又は地区ごとに一斉操業としなければ  

ならない。 
コ 所属する漁業協同組合本所又は支所を通して、操業日ごとに操業日時を県に届 

け出ることとし、届け出なしに操業してはならない。（別紙様式２，３） 
サ 漁具は、原則として、連続して２４時間を超えて設置してはならない。また、  

原則として、揚網後２４時間以内に網漁具を投入してはならない。（別紙様式３） 
シ 漁具は、原則として、連続して２４時間を超えて設置してはならない。 
スシ 網漁具の設置時間は、原則として１６時から翌日の９時３０分までの間とし、 

それ以外の時間は海中に漁具を設置してはならない。やむを得ない理由により上記

の時間を越えて漁具を設置する場合は事前に報告しなければならない。（別紙様式

４） 
 
４ 申請書の添付書類等 
（１）使用する網漁具の仕様届出書（別紙様式１） 
（２）かれいひらめ固定式刺し網漁業と重複する他漁業許可についての届出書（当該漁業

と漁業時期が重複する他の許可漁業の許可を取得していた場合に限る。） 
（３）他の許可漁業の漁業許可証（当該漁業と漁業時期が重複する他の許可漁業の許可を

取得していた場合に限る。なお、漁協所属者が当該漁協へ提出した場合は不要。） 
 
５ 資源管理の状況等の報告 

許可を受けた者は、毎年の漁業時期終了の翌月末までに報告すること。 
 
６ その他 

当該漁業と漁業時期が重複する他の許可漁業の許可を取得している者については、他

の許可漁業を休業しなければならない。なお、休業期間は当該漁業の漁業時期の間と

する。 

 

   附 則 
この許可方針は令和２年１２月１日から施行する。 
 
  附 則（Ｆ区域の許可枠、Ｄ・Ｆ区域の漁業時期及び条件変更） 
この許可方針は令和６年  月  日から施行する。 
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別表１ 
区域名 操業してはならない期間 

A 区域 月齢 14 から 18 に該当する期間 

B 区域 月齢 15 から 18 に該当する期間 

C 区域 なし 

D 区域 なし 

E 区域 なし 

F 区域 月齢 14 から 18 に該当する期間なし 

G 区域 なし 

 
 
別表２ 

区域名 操 業 区 域 

A 区域 

次の１及び２に掲げる区域以外の海域並びに共同漁業権漁場内においては操業

してはならない。 

１ 小呂島の南端より真方位 90 ﾟ及び 270 ﾟの直線以南で、同島南端より３カイリ

以内の区域 

２ 小呂島の南端より真方位90ﾟ及び270ﾟの直線以北では次のイからホに掲げる

５直線によって囲まれた区域 

イ 小呂島南端より真方位 90 ﾟ及び 270 ﾟの直線 

ロ 羽金山（福岡県糸島市と佐賀県佐賀市の県境）山頂と長間礁灯標を結んだ

直線の延長線 

ハ 湯川山（遠賀郡と宗像市の境）山頂と御岳（宗像市大島）を結んだ直線の

延長線 

ニ 魚釣崎（長崎県壱岐市）と小呂島山頂を結ぶ線の中間点及び上イズミ岩（長

崎県壱岐市）と烏帽子島灯台を結ぶ線の中間点とを結んだ直線の延長線 

ホ ハ線上にあってハ線とニ線の交点から５.１５カイリ（9,540m）の点と、ニ

線上にあってハ線とニ線の交点から４.６カイリ（8,519m）の点を結んだ直線 

B 区域 

次のイ・ロ・ハ・ニ及びイを順次に結んだ直線によって囲まれた区域以外の海域

並びに筑共第２号共同漁業権漁場内においては操業してはならない。 

イ 糸島市二丈十坊山頂上と糸島市志摩姫島東端を結ぶ直線の延長線と福岡市

西区柑子岳頂上と燈台瀬灯標を結ぶ直線の延長線との交点 

ロ 十坊山頂上と姫島東端を結ぶ直線の延長線と福岡市東区志賀島北端と福岡

市西区玄界島北端を結ぶ直線の延長線との交点 

ハ 志賀島北端と玄界島北端を結ぶ直線の延長線と糸島市二丈浮岳頂上と姫島

西端を結ぶ直線の延長線との交点 

ニ 浮岳頂上と姫島西端を結ぶ直線の延長線と佐賀県唐津市土器峠の西端と同

県同市野高山山頂を結ぶ直線の延長線との交点 

-7-



C 区域 

次の（１）から（３）に掲げる海域においては操業してはならない。 

（１） 次のイ・ロ・ハ・ニの４つの直線によって囲まれた区域以外の海域 

イ 対馬見山（福津市）山頂と福津市楯の岬東端を結んだ直線の延長線 

ロ 羽金山（福岡県糸島市と佐賀県佐賀市の県境）山頂と長間礁灯標を結 

んだ直線の延長線 

ハ 北緯 33 度 48.2 分の直線（世界測地系） 

ニ 新宮町相島東端から真方位 0度の直線  

（２） ロクレット及び横曽根（カサゾネ）周囲 100m 以内の海域 

（３） 共同漁業権漁場 

D 区域 

  次のイ・ロ・ハ・ニ・ホの直線及び別記Ｄ・Ｅ・Ｆ・Ｇ・Ｈ・Ｉ・Ｊ・Ｋ・Ｌ

の各点を直線で順次に結んだ線によって囲まれた区域（別記Ａ・Ｂ・Ｃ・Ｄ・Ｅ・

Ｆ・Ｇ・Ｈ・Ｉ・Ｊ・Ｋ・Ｌ・Ｍ各点を結んだ線によって囲まれた区域）以外の

海域においては操業してはならない。 

イ 対馬見山（福津市）山頂と福津市津屋崎町楯の岬東端を結んだ直線の延長

線 

ロ 羽金山（福岡県糸島市と佐賀県佐賀市の県境）山頂と長間礁灯標を結んだ

直線の延長線 

ハ 御岳（宗像市大島）山頂と勝島北東端を結んだ直線の延長線 

ニ  魚釣崎（長崎県壱岐市）と厚島男島（山口県下関市）山頂を結んだ直線 

ホ 御岳（宗像市大島）山頂と宮地岳（福津市）山頂を結んだ直線の延長線 

別 記 

 Ａ 北緯 34 度 06.78 分  東経 130 度 06.16 分 

 Ｂ 北緯 34 度 02.04 分   東経 130 度 13.18 分 

 Ｃ 北緯 34 度 00.89 分  東経 130 度 14.42 分 

 Ｄ 北緯 34 度 00.25 分   東経 130 度 15.83 分 

 Ｅ 北緯 33 度 59.66 分  東経 130 度 17.66 分 

 Ｆ 北緯 34 度 00.79 分  東経 130 度 21.55 分 

 Ｇ 北緯 33 度 57.58 分  東経 130 度 23.41 分 

 Ｈ 北緯 33 度 56.95 分  東経 130 度 22.35 分 

 Ｉ 北緯 33 度 54.43 分  東経 130 度 20.75 分 

 Ｊ 北緯 33 度 53.51 分  東経 130 度 20.73 分 

 Ｋ 北緯 33 度 51.72 分  東経 130 度 22.09 分 

 Ｌ 北緯 33 度 50.85 分  東経 130 度 22.23 分 

 Ｍ 北緯 33 度 56.59 分  東経 130 度 07.30 分   （世界測地系） 

E 区域 

次のＡ・Ｂ・Ｃ・Ｄ各点を結んだ線によって囲まれた区域以外の海域において

は操業してはならない。 

Ａ 北緯 34 度 03.06 分  東経 130 度 24.20 分 

Ｂ 北緯 33 度 59.56 分  東経 130 度 27.43 分 
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Ｃ 北緯 34 度 04.72 分  東経 130 度 32.82 分 

Ｄ 北緯 34 度 06.29 分  東経 130 度 30.92 分   （世界測地系） 

F 区域 

次のイからハに掲げる３直線によって囲まれた区域以外の海域においては操業

してはならない。 

イ 湯川山（遠賀郡と宗像市の境）山頂と御岳（宗像市大島）を結んだ直線の

延長線 

ロ 魚釣崎（長崎県壱岐市）と小呂島山頂を結ぶ線の中間点及び上イズミ岩（長

崎県壱岐市）と烏帽子島灯台を結ぶ線の中間点とを結んだ直線の延長線 

ハ イ線上にあってイ線とロ線の交点から５.１５カイリ（9,540m）の点と、ロ

線上にあってイ線とロ線の交点から４.６カイリ（8,519m）の点を結んだ直線 

G 区域 

次のア・イ・ウ・エ及びアの各点を順次に結んだ直線によって囲まれた区域以

外の海域においては操業してはならない。 

ア 北緯 34 度 06.29 分 東経 130 度 30.92 分 

イ 北緯 34 度 04.50 分 東経 130 度 33.07 分 

ウ 北緯 34 度 05.75 分 東経 130 度 34.42 分 

エ 北緯 34 度 07.13 分 東経 130 度 32.76 分   （世界測地系） 

 

 

別表３ 

 ア イ ウ エ オ カ キ ク ケ コ サ シ ス 

A 区域 〇 〇 〇 〇 〇   〇 〇 〇    

B 区域 〇 〇 〇 〇 〇   〇 〇 〇    

C 区域 〇 〇 〇 〇 〇   〇 〇 〇  〇 ◯ 

D 区域 〇 〇 〇   〇 〇 〇 〇 〇 〇 ◯  

E 区域 〇 〇 〇 〇 〇   〇 〇 〇 〇   

F 区域 〇 〇 〇 〇 〇   〇 〇 〇 〇 ◯  

G 区域 〇 〇 〇 〇 〇   〇 〇 〇 〇   

 

 

条件 
区域名 
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参考（許可の内容及び条件 新旧対照表（抜粋）） 
新 旧 

【Ｄ区域（鐘崎、大島）】 

漁業時期 １月２１日から３月９日まで 

休漁日（なし） 

条件（抜粋） 

・１日１隻が使用できる網漁具は、浮子方

の総延長 2,000 メートル以内でなけれ

ばならない。（以下、略） 

・使用の目的を持って、浮子方 2,000 メ

ートルを超える漁具を、使用漁船に積

載してはならない。 

・漁具は、原則として、連続して２４時間

を超えて設置してはならない。 

 

 

 

【Ｆ区域（福吉、姫島、玄界島）】 

許可枠  ９ 

漁業時期 ２月１日から３月３１日まで 

休漁日  月齢 14～18 に該当する期間 

条件（抜粋） 

・１日１隻が使用できる網漁具は、浮子方

の総延長 1,800 メートル以内でなけれ

ばならない。（以下、略） 

・使用の目的を持って、浮子方 1,800 メ

ートルを超える漁具を、使用漁船に積

載してはならない。 

 ・漁具は、原則として、連続して２４時間

を超えて設置してはならない。 

 

 

 

【Ｄ区域（鐘崎、大島）】 

漁業時期 １月１５日から３月１７日まで 

休漁日（なし） 

条件（抜粋） 

・１日１隻が使用できる網漁具は、浮子方

の総延長 3,000 メートル以内でなけれ

ばならない。（以下、略） 

・使用の目的を持って、浮子方 3,000 メ

ートルを超える漁具を、使用漁船に積

載してはならない。 

・漁具は、原則として、連続して２４時間

を超えて設置してはならない。また、原

則として、揚網後２４時間以内に網漁

具を投入してはならない。 

 

【Ｆ区域（福吉、姫島、西浦、玄界島）】 

許可枠  １２ 

漁業時期 １月１５日から３月３１日まで 

休漁日  （なし） 

条件（抜粋） 

・１日１隻が使用できる網漁具は、浮子方

の総延長 1,800 メートル以内でなけれ

ばならない。（以下、略） 

・使用の目的を持って、浮子方 1,800 メ

ートルを超える漁具を、使用漁船に積

載してはならない。 

・漁具は、原則として、連続して２４時間

を超えて設置してはならない。また、原

則として、揚網後２４時間以内に網漁

具を投入してはならない。                                                                                
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　　資　料　３
（22-34　筑前漁調委）
（令和６年１０月１５日）



小型いかつり漁業許可方針 
 
 

１ 制限措置に関する事項 
（１）許可枠及び住所要件 

次表のとおり、区域ごとに許可する船舶等の上限を設ける。漁業許可は、下

表に掲げる住所を有する者に対してのみ行うこととする。 

区域名 許可する船舶等の数の上限 住所要件 

県内 １５２１５３ 筑前海沿岸市町 

県外 
長崎県 

当該年から起算して過去５年間の平均

許可隻数の範囲内とする。 
長崎県内 

佐賀県 
筑肥連合海区漁業調整委員会の審議結

果の範囲内とする。 
佐賀県内 

 
 ※許可する船舶等の数の上限を超えた申請があった場合は、小型いかつり漁業

に係る許可の基準（別紙）に基づき許可するものとする。 
 
（２）船舶の総トン数 

５トン以上２０トン未満とする。 
 
（３）操業区域 
   筑前海区海面 
 
（４）漁業時期 

４月１日から翌年３月３１日まで 
 
２ 許可の有効期間 

   県内許可については、５年又は一斉更新までの残存期間とする。ただし、漁業

違反が多発する場合等、漁業調整のため必要な限度において、筑前海区漁業調整

委員会の意見を聴いて、５年より短い期間を定めることがある。 
   県外許可については、１年又は一斉更新までの残存期間とする。 
 
 ３ 条件 
   （１）次のアからカに掲げる海域においては操業してはならない。 

ア 次の（ア）から（エ）までを順次に結んだ直線より南側の区域。 
        （ア）古賀市大字久保字花見の中川尻に設置した標識（筑共第９号と筑共第

12 号共同漁業権漁場の陸側の境界の基点） 

    （イ）アから真方位 287 度 10 分、3,120 メートルの点（筑共第９号と筑共

第 12 号共同漁業権漁場の沖側の境界の基点） 

    （ウ）イから栗ノ上礁灯標を見通す線の延長線と、筑前大島灯台（宗像市）

から真方位 318 度、2,000 メートルの点と臼島灯標（佐賀県唐津市）を
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結ぶ線との交点 

      （エ）臼島灯標 

    イ 筑共第７号共同漁業権漁場内（小呂島周辺） 

    ウ 筑共第１０号共同漁業権漁場内（相島周辺） 

    エ 筑共第１１号共同漁業権漁場内（栗ノ上礁周辺） 

      オ 筑共第２号共同漁業権漁場内（筑前海沿岸市町に住所を有する者のう

ち、福岡県筑前海区釣漁業協議会（以下「釣協」という。）に所属しな

い漁業者のみ適用） 

      カ 福岡県宗像市大島字沖島小屋島山頂より半径 7,500m 以内の海域。 

（筑前海沿岸市町に住所を有する者のうち釣協に所属しない漁業者の

み適用） 

（２）電気設備の制限 
    ア 集魚灯に使用できる電球の総設備容量は、４５キロワット以内でなけ

ればならない。さらに、装着できる放電灯は、３キロワット以内のものが

１５灯以内でなければならない。 
     イ 装備できる放電灯装着用ソケット数は、１５個以内で、かつ、装備でき

るハロゲン灯装着用ソケット数は６個以内でなければならない（放電灯

装着用ソケット数とハロゲン灯装着用ソケット数の合計２１個以内）。 
    （３）許可番号の表示 
     操業中は、下記様式による許可番号を操舵室の両側に表示しなければな

らない。 

 
 
 フクイカ ○○○○  
        （許可番号） 
 

 
 

    地 の 色：黄 色 
    文字及び数字：黒 色 
 

              各文字及び数字の大きさは、縦８センチメートル以上とする。 
       なお、その太さは２センチメートル以上とする。 
  （４）11 月１日から 12 月 20 日の期間中、あわびを採捕してはならない。 

  （５）（１）に掲げる操業してはならない海域以外の海域のうち、次の（ⅰ）又

は（ⅱ）の海域に掲げる期間においては、なまこを採捕してはならない。 

    （ⅰ）の海域 次の基点第 27 号と、Ａ線とＢ線の交点を通る直線以西の海域 

           ４月１日から９月 30 日の期間 

    （ⅱ）の海域 次の基点第 27 号と、Ａ線とＢ線の交点を通る直線以東の海域 

           ５月１日から 10 月 31 日の期間 

   基点第 27 号 烏帽子鼻（北九州市若松区大字安屋）に設置した標柱より真方

位 169 度 42 分 31.5 メートルの点に設定した標識（旧標柱跡） 

   Ａ線 基点第 27 号から真方位 347 度の線 

   Ｂ線 旧２号浮標（世界測地系北緯 34 度２分 37.7 秒、東経 130 度 47 分 56.5

秒）と沖の島東端を結ぶ線 
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  ４ 陸揚港の選定 
   県外漁業者及び筑前海沿岸市町に住所を有する者のうち釣協に所属しない漁

業者は、県内漁港のうち２港（主港・従港）を陸揚港として選定し、緊急時を除

き原則として選定した陸揚港で陸揚げするものとする。なお、選定に当たって

は、釣協の承認を得るものとする。 
 
 ５ 申請書の添付書類等 

（１） 許可申請一覧表 
（２） 操業計画書 （別紙様式１） 
（３） 漁船原簿謄本 （県外漁業者のみ） 
（４） 誓約書（県外漁業者及び筑前海沿岸市町に住所を有する者のうち釣協

に所属しない漁業者のみ）（別紙様式２） 
（５） 設備状況調査表（別紙様式３） 
（６） ソケット設備確認証明書（別紙様式４） 
（７） 陸揚港承認証の写し（県外漁業者及び筑前海沿岸市町に住所を有する

者のうち釣協に所属しない漁業者のみ） 
（８） ソケット設備状況を確認できる写真（県外漁業者及び筑前海沿岸市町

に住所を有する者のうち釣協に所属しない漁業者のみ） 
 
 ６ 資源管理の状況等の報告 

許可を受けた者は、毎年の漁業時期終了の翌月末日までに報告すること。 
 

附 則 
この許可方針は令和２年１２月１日から施行する。 

 
 附 則 
 この許可方針は令和３年１２月１４日から施行する。 
（許可する船舶等の数の上限の見直し（県内、長崎県）、漁業調整規則第１１条

第５項に基づく許可の基準の策定） 
 
附 則（許可枠の変更） 
この許可方針は令和５年７月２０日から施行する。 

 
附 則（条件の追加（あわび及びなまこの採捕禁止期間）） 

この改正許可方針（条件(４)(５)追加）は令和５年 12 月 14 日から施行する。

県内については令和７年 12 月 31 日、県外（長崎県、佐賀県）にあっては令和

５年 12 月 14 日から施行することとし、令和５年 12 月 14 日以前に許可した地

区内からの新規許可又は承継許可は、従前の例による。 
 

附 則（許可枠の変更） 
この許可方針は令和６年１月１７日から施行する。 
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附 則（許可枠の変更） 
この許可方針は令和６年７月１６日から施行する。 
 
附 則（許可枠の変更） 
この許可方針は令和６年１０月  日から施行する。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-5-





-7-



-1-

　　資　料　４
（22-34　筑前漁調委）
（令和６年１０月１５日）



漁業法第５８条において読み替えて準用する第４２条第１項に基づく公示（筑前）

１　許可又は起業の認可をすべき船舶等の数及び船舶の総トン数その他制限措置

漁業種類
漁具の種類
その他の漁
業の方法

操業区
域

漁業時期
推進機関
の馬力数

船舶の総
トン数

許可する
隻数

漁業を営む者の資格

小型いか
つり漁業

小型いかつ
り漁業

筑前海
区海面

４月１日から
翌年３月３１
日まで

―
５トン以
上２０ト
ン未満

3 ・筑前海沿岸市町に住所を有する者

・福岡市に住所を有する者

・当該地区（筑共第８号）漁業権管理委員会
の同意のある者

・北九州市若松区、北九州市小倉北区、北九
州市戸畑区に住所を有する者

・当該地区（筑共第１８号）漁業権管理委員
会の同意のある者

・宗像市に住所を有する者

・当該漁業と操業期間が重複する他の許可漁
業の許可を取得していない者

・糸島市、福岡市、糟屋郡新宮町に住所を有
する者

・当該漁業と操業期間が重複する他の許可漁
業の許可を取得していない者

たこつぼ
漁業

たこつぼ漁
業

筑前海
区海面

１月１日から
１２月３１日
まで

― ― 1
・北九州市若松区、北九州市小倉北区、糟屋
郡新宮町大字相島に住所を有する者

２　許可又は起業の認可を申請すべき期間

　　令和６年１１月１日から令和６年１１月３０日まで

　　ただし、手繰第三種貝桁網漁業については、令和６年１１月１日から令和６年１１月１５日までとする。

5

５トン未
満

6
手繰第三種
貝桁網漁業

筑前海
区海面

１２月１日か
ら翌年４月３
０日まで

―

手繰第三種
なまこ桁網
漁業

筑前海
区海面

小型機船
底びき網
漁業

１１月１日か
ら翌年４月３
０日まで

―

5

筑前海
区海面

筑前海
区海面

固定式刺
し網漁業

かれいひら
め固定式刺
し網漁業

２月１日から
３月３１日ま
で

― ―

7
１月２１日か
ら３月９日ま
で

― ―

―
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 筑前海区漁業調整委員会指示第１９８号 
 

 漁業法（昭和 24 年法律第 267 号）第 120 条第１項の規定に基づき、筑前海区におけるアコヤ

ガイ（Pinctada  fucata）の保護のため、次のとおり指示する。 
 令和３年１０月１５日 
                                             筑前海区漁業調整委員会 
                                             会 長 冨重 信一 

１ 指示の適用海域 
  筑前海区海域 

２ 移殖等の制限 

（１）外国及び筑前海区以外の海域からアコヤガイ属（交雑種を含む）の貝を移殖してはならない。 

（２）外国及び筑前海区以外の海域から持ち込んだアコヤガイ属（交雑種を含む）の貝を用いて飼

育試験等を行ってはならない。 

３ 採捕の制限 

  共同漁業権漁場内において、アコヤガイを採捕してはならない。但し、当委員会が認めた試

験研究機関が試験研究のために採捕する場合、若しくは筑前海区において区画漁業権に基

づき真珠養殖及び真珠母貝養殖を営む者が当該漁業を営むために採捕する場合は、この限り

でない。 

４ 指示の有効期間 

 令和３年１２月１日から令和６年１１月３０日まで 
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（現行）
　　資　料　５
（22-34　筑前漁調委）
（令和６年１０月１５日）



 

筑前海区漁業調整委員会指示第２１１号 

漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第１２０条第１項の規定に基づき、筑前

海区におけるアコヤガイ（Pinctada  fucata）の保護のため、次のとおり指示す

る。 

 令和６年１０月  日 

                             筑前海区漁業調整委員会会長  冨重 信一   

１ 指示の適用海域 

  筑前海区海域 

２ 移殖等の制限 

（１）外国及び筑前海区以外の海域からアコヤガイ属（交雑種を含む）の貝

を移殖してはならない。 

（２）外国及び筑前海区以外の海域から持ち込んだアコヤガイ属（交雑種を

含む）の貝を用いて飼育試験等を行ってはならない。 

３ 採捕の制限 

 共同漁業権漁場内において、アコヤガイを採捕してはならない。但し、当

委員会が認めた試験研究機関が試験研究のために採捕する場合、若しくは筑

前海区において区画漁業権に基づき真珠養殖及び真珠母貝養殖を営む者が

当該漁業を営むために採捕する場合は、この限りでない。 

４ 指示の有効期間 

令和６年１２月１日から令和９年１１月３０日まで 
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（更新案）
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